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時、搬出場所、搬出方法を守り、不衛生とならな

いように注意し、収集後はみんなで協力して清

掃および消毒してください。

● 水気の多いものは、水を十分に切ってビニ

ール袋に入れて捨ててください。

● 収集日以外にゴミを出さないでください（犬、

猫などによってゴミが散らばったり、悪臭のも

ととなったりします。）。

９ エレベーター

県営住宅にはエレベーターのついている住宅

があります。エレベーターは住宅の「玄関」です。

常に清掃を行うなど気持ちよく使用できるように

心がけてください。乱暴に扱うと停止し、場合に

よってはエレベーター内にとじ込められることが

あります。取扱いには十分注意してください。

また、地震、火災、落雷時には危険ですから

エレベーターは使用しないでください。

なお、エレベーターの警報ベルが鳴った場合

は、エレベーター内に人がとじ込められているお

それがあります。至急状況を確認のうえ、エレベ

ーター管理会社または連絡員まで連絡してくだ

さい。

►エレベーターの清掃

エレベーターの清掃は次のことに注意してみ

なさんで行ってください。

● 敷居溝にゴミがたまりますと故障の原因とな

りますので、常に清掃してください。

● エレベーターの床、壁も気持ちよく使用する

ために日頃から清掃してください。

● 乗場床の清掃は、水や清掃液が昇降路内

に侵入することのないよう注意してください。




